
関連報告書等における主な指摘事項 
（科学技術と社会） 

 

第４期科学技術基本計画策定後に、科学技術・学術審議会等において取りまとめら

れた関連報告書等における主な指摘事項は以下のとおり。 

 

１．科学技術コミュニケーション活動の推進 

引き続き、リスクコミュニケーションも含めた科学技術コミュニケーション活

動が推進されているところ、例えば新たな重要事項として以下が指摘されている。 

・社会との真摯な対話と議論を積み重ねた合意形成 

・受け取る立場に立った情報発信 

・社会との合意形成のための国民の科学技術リテラシーやリスクリテラシーと、

研究者等の社会リテラシーの双方の向上 

・各ステークホルダーが広く互いの立場や見解を理解した上で、それぞれの行

動変容に結びつけることのできる「共感を生むコミュニケーション」の場の

構築 

・実際の運用までを考慮したシステム化と多様な専門知の結集による課題解決

のためのシステムの定着 

等 

 

２．研究倫理、研究資金管理 

引き続き、研究活動における不正行為への取組が推進されているところ、例え

ば新たな重要事項として以下が指摘されている。 

・組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化、不正行為を事前に防

止する取組の推進 

等 

 

３．政策の企画立案及び推進機能の強化 

例えば新たな重要事項として以下が指摘されている。 

・政府が適切な科学的助言を得るための仕組みの整備 

等 

 

４．科学技術イノベーション政策における PDCA サイクルの確立 

引き続き、PDCA サイクルの実効性の確保、研究開発評価システムの改善及び充

実が推進されているところ、例えば重要事項として以下が指摘されている。 

  ・科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステムの推進 

  ・ハイリスク研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進 

  ・次代を担う若手研究者の育成・支援の推進 

  ・評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善 

  ・研究開発プログラム評価 

等 

資料５－２ 
科学技術・学術審議会 
総合政策特別委員会 
（第５回） H26.10.30 
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科学技術・学術審議会等において取りまとめた
関連報告書等について
（科学技術と社会）
参考資料集

（別添）

１．東日本大震災を踏まえた今後の科学技術・学術政策の在り方について（建議）
（平成２５年１月）

２．文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（平成２６年５月改訂）
３．リスクコミュニケーションの推進方策（平成２６年３月）
４．研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成２６年８月）
５．研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成２６
年２月改正）
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「東日本大震災を踏まえた今後の科学技術・学術政策の在り方について」(建議のポイント）
はじめに
○科学技術・学術に従事する者が、大震災に際して、必ずしも国民の期待に十分には応えられなかったことを率直に反省。国民との信

頼関係の再構築が必要。

○ＳＴＩＲ※1が今後の政策の基調。大震災によって顕在化した問題点を踏まえ、課題解決のための研究開発システムに改革し、科学技

術イノベーション※2政策を推進していくことが重要。 「社会のための、社会の中の科学技術」等の観点を重視。
※1 S・・科学、T・・技術、I・・イノベーション、R・・リデザイン（再設計）、リコンストラクション（再建）、リフォーム（改革）
※2  「科学技術イノベーション」とは、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経

済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」

Ⅰ 東日本大震災についての科学技術・学術の観点からの検証（総論）

○研究は、基礎、応用、開発の３段階に分類され、いずれの段階でも、研究者の内在的動機に基づく学術研究、政府が設定する目標

等に基づく戦略研究、政府の要請に基づく要請研究の３方法により進められる。政策の推進に当たり、各特性を踏まえることが必要。

○社会要請の十分な認識が必要。

・国民の信頼を回復し、期待に応えるため、相互理解を基にした政策形成が必要であり、研究者等は「社会リテラシー」を向上させ社

会要請等を認識すべき。

・公的資金を得て研究を行う研究者等は、その意味を認識すべき。また、研究等の意義や成果の説明責任を負う。

・社会要請を踏まえた、我が国の将来を支える多様な人材の育成が必要。

○我が国の研究開発は新たな知識の獲得と要素技術の開発に偏りがちであり、今後は実際の運用までを考慮したシステム化が必要。

また、多様な専門知の結集による課題解決のためのシステムの定着が必要。

○研究活動における不正行為等は国民の信頼を損なうため、取組強化が必要。

Ⅱ 地震及び防災に関する検証、復興、再生及び安全性への貢献

○地震研究等について、人文・社会科学も含めた研究体制の構築など総合的かつ学際的な推進が必要。また、低頻度、大規模な自

然現象を正しく評価するとともに、防災や減災に十分貢献できるよう研究手法等の抜本的見直しが必要。

○環境変化に強い基盤構築のため、研究者等の「ムラ」意識からの脱却と、能力、役割を超えることについては関係機関等との密接な

連携が必要。

○確率的に発生頻度が低い事象でも、被害規模が大きくなると予想されるものについては、必要なリスク管理のための対策等が必要。

また、リスク管理の在り方について国民との合意形成が必要。

Ⅲ 課題解決のための分野間連携・融合や学際研究

○課題解決のための政策誘導が必要。

・論文主義に偏する研究者コミュニティの意識改革を促す等のため、科学技術イノベーション政策に資する研究を奨励するための新

たな評価システムの構築が必要。

・研究者の能力が最大限発揮される研究体制の構築や研究環境の整備の奨励が必要。

・基礎研究段階においても、学際研究や分野間連携・融合を進めるための政策誘導メカニズムが必要。

・自然科学と人文・社会科学の連携促進のための取組が必要。

○分野間連携・融合や学際研究を支える人材育成が必要。

・新しい領域に挑戦する科学技術イノベーション人材の育成が重要。学生や若手研究者の主体性の確保が鍵。

・大学は産業界と連携し、社会的課題解決に資する人材を育成すべき。また、必ずしも博士課程修了者への評価が適切に行われて

いない場合もあり対応が必要。教育振興と科学技術振興を有機的な連携の下で進めるべき。

・研究支援者や技術者等の育成、確保のための取組が必要。

・若手研究者の中長期の海外派遣支援のための取組が必要。

Ⅳ 研究開発の成果の適切かつ効果的な活用

○課題設定段階での組織や分野を超えた連携体制の構築など、社会的ニーズを適切に課題に反映するための取組が必要。

○科学技術イノベーション創出のためには、革新的な課題設定の下、基礎から実用化までの全段階を通じた戦略的運営による研究開

発の推進が必要。

Ⅴ 社会への発信と対話

○政府が適切な科学的助言を得るための仕組みの整備が必要。

○想定外の事象が起こり得ることも含め、リスクについて、社会と真摯な対話と議論を積み重ね、合意形成を図ることが必要。その際、

「ゼロリスク」が可能などと誤解されぬよう、受け取る立場に立った情報発信が必要。

○社会との合意形成のため、国民の科学技術リテラシーやリスクリテラシーと、研究者等の社会リテラシーの双方の向上が必要。
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文部科学省における研究及び開発に関する評価指針【概要】

はじめに

科学技術・学術は新たな知を生み出し、人類の未来を切り拓（ひら）く源である。我が国は、人類
の知的資産たる優れた研究成果を創出し、これを世界に発信することを通じて人類共通の問題
の解決に貢献するとともに、国際的な競争環境の中で持続的に発展し、安全・安心で質の高い生
活のできる国の実現を目指す必要がある。そのためには、我が国の最も貴重な資源である「頭
脳」によって、世界をリードする「科学技術創造立国」を目指して努力していかなければならない。

本指針は、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価を遂行する上での基本的な考え方
をまとめたガイドラインである。これを、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成24年12
月6日内閣総理大臣決定）、研究開発評価に係る諸課題等を踏まえ改定。本改定にあたって
は、特に以下の五つの課題に焦点を当てている。

○科学技術イノベーション（※）創出、課題解決のためのシステムの推進
○ハイリスク研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進
○次代を担う若手研究者の育成・支援の推進
○評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善
○研究開発プログラム評価

文部科学省本省内部部局及び文化庁内部部局においては、本指針に基づき、実施要領を策定
するなど所要の評価の枠組みを整備し、自らの研究開発に関する評価を行うこととする。また、
大学及び大学共同利用機関並びに文部科学省所管の研究開発法人等においては、本指針を参
考にしつつ、自らがその特性や研究開発の目的・手法・性質等に応じて多様で柔軟な評価システ
ムを構築し、それぞれ適切な方法により進めることが期待される。

（※）科学技術イノベーション：
第４期科学技術基本計画（平成２３年８月１９日 閣議決定）では、「我が国としては、新たな価値の創造に向けて、我が国
や世界が直面する課題を特定した上で、課題達成のために科学技術を戦略的に活用し、その成果の社会への還元を一層
促進するとともに、イノベーションの源泉となる科学技術を着実に振興していく必要がある。そのためには、自然科学のみな
らず、人文科学や社会科学の視点も取り入れ、科学技術政策に加えて、関連するイノベーション政策も幅広く対象に含めて、
その一体的な推進を図っていくことが不可欠である。このため、第４期基本計画では、これを『科学技術イノベーション政策』
と位置付け、強力に展開する。」とした上で、「科学技術イノベーション」を、「科学的な発見や発明等による新たな知識を基
にした知的・文化的価値の創造と、それらの知識を発展させて経済的、社会的・公共的価値の創造に結びつける革新」と定
義している。
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１．研究開発評価の在り方に係る特筆課題

●経済の再生を図り、国際競争力を強化するには、科学技術を基盤としてイノベーションの実現
を強力に推進していくことが必要不可欠である。

●厳しい社会経済情勢や財政状況の中、限られた資源・財源で研究開発を行わなければならな
い実情を踏まえ、科学コミュニティ自らが研究開発活動の意義や在り方について考え、改善し、
行動し、説明していかなければならないという考え方が国際的にも示されるようになってきてい
る。

●研究者が自ら社会の要請を的確に把握し、多様な専門知の結集などによる課題解決を可能と
していく研究開発システムが構築されていくように改善・改革を図っていく必要がある。

●基礎研究・学術研究の意義は、最新の科学技術・学術の知見をもとに新しい学理・学術領域の
創出や既存の学理の再体系化を促すことによって科学技術・学術の進歩に資することである。
さらに技術の背後にある基礎学理を明らかにすることは、その技術に信頼を与え、それを広く
活用することを可能とするものであり、科学技術イノベーションの源泉となる。こうした目標や意
義について、研究者自ら常に意識し、それに沿った成果を効果的に創出し社会に還元するよう
に努力しなければならない。

●研究開発の多くは、大学院生を含む若手研究者の活動の中で行われていることから、研究開
発施策と高等教育施策などの人材育成施策は有機的な連携を図っていくことが大切であり、
個々のプログラム、プロジェクト、課題等の評価のみならず、人材育成の視点等、研究開発をと
りまく諸情勢までを踏まえたマクロな視点から研究開発施策について評価を行っていくことも重
要である。

●国、資金配分機関とともに、研究開発機関等の研究開発の現場においても、評価の頻度・負
担が増大してきており、評価活動に伴う弊害を改善する取組を真剣に進めていくことの重要性
が高まっている。

●評価は、何らかの意思決定（資金配分、改善・質の向上、進捗度の点検、説明責任等）を行う
目的のために実施される手段であり、その目的に応じて個々の評価システムが構築される必要
があるが、これまで研究開発評価の導入やシステム化を優先的に図ってきた結果、逆に意思決
定のプロセスが不明確化する事態も生じている。

●施策の企画立案、資源配分、研究課題の実施等の各段階において主として責任と権限を有す
る主体を明確化し、当該主体が適切な意思決定を行うために評価が活用されるべきであるとの
観点から、評価の在り方を再構築していく必要がある。また、従来、評価に係る負担が研究開
発活動の現場に向かいがちであったものを、研究開発施策の企画立案やマネジメントの在り方
等、文部科学省内部部局や資金配分機関の取組に対する評価を適切に行っていくことの重要
性が増している。

●評価に責任と権限を持つことができる、評価に関わる資質能力を備えた人材を育成していくと
ともに、当該人材が活躍できる環境やキャリアパスを整備していくことも重要な課題である。
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（１）科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステムの推進

●研究開発の質の向上を図るために、論文発表数や論文被引用度は客観的・定量的な評価指

標であり得るが、論文関係の数値だけに頼り安易にこれらの数値を上げること自体が目的化し
ないように配慮する。

●研究開発の開始段階等における幅広い関係者との協力に基づいた、国際水準をも踏まえた
課題設定、出口戦略の作成、産業構造の変化への対応等の取組を適切に評価へ反映する。

●課題解決のためのシステム化を促進するため、知の探求のみならず社会ニーズに対応した知
の活用を促し、成果の受渡しや成果の実用化など、社会実装に至る全段階を通じた取組を評

価へ反映する。

●研究開発活動の費用対効果の観点等も含め、研究者等の活動及び成果がコストに見合わな
いと判断されるような場合は、研究開発活動の改善を促す措置とあわせて、改善が見込み難
い場合の対処方法等についても組み込んだ研究開発評価システムを構築する。その際、科学
技術・学術の展開に対する影響度など研究の質及び新規性についても適切に評価を行い、多
方面からの評価軸を設定するなど多様性に配慮したものとすること、また、全てを加点方式に
より評価するシステムの導入など、被評価者の能力向上につながるものとして肯定的に受け入
れられ、研究開発活動の改革や進展を促進するものとすることに努める。

（２）ハイリスク研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進

●研究開発施策の評価に際して、ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携研究等が適切
に評価されるような、事前評価・事後評価等の方法、評価基準、マネジメントの仕組みを、各研
究開発施策の目的を踏まえて適切に導入する。

●評価者の立場からすると、ハイリスク研究についてはその性質上、あらかじめ統一的・客観的
で明確な評価基準をもって評価ないし判断することは困難である。そのため、ハイリスク研究の
推進に際しては、ＰＤ（プログラムディレクター）・ＰＯ（プログラムオフィサー）、研究開発課題（プ
ロジェクト）のリーダー等に、研究開発の具体的推進に係る相当の裁量権限と責任を委ねるよ
うな仕組みや評価の枠組みを採り入れることを考慮する。

●本来はハイリスク研究の推進自体を目的としない研究開発施策においても、当該目的・評価
基準では推し量れないハイリスクな研究が提案される可能性はある。その場合、当該目的・評
価基準では必ずしも優位ではないがリスクをとっても実施する価値があると考えられる案件を
採択することを妨げないような審査基準等を設定し、中間評価や事後評価においても、ハイリ
スク案件であることを前提として評価するなどの取組を推進する。

●本来は新しい研究領域の開拓自体を目的としない研究開発施策における研究開発課題（プロ
ジェクト）の審査においても、学際・融合領域・領域間連携研究が提案された場合に不利になら
ないよう、審査・評価に際しての取扱いを明確にするなど、研究の芽を適切に拾い上げることに
努めるとともに、研究の進展に応じて、評価の基準・方法等を適切に見直す。

●ハイリスク研究の事後評価においては、挑戦的な研究開発課題（プロジェクト）が当初の目標
の達成には失敗したとしても、予期せざる波及効果に大きい意味がある場合等には、次につな
がる有意義なものとして評定することを許容するような評価基準を設定する。
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（３）次代を担う若手研究者の育成・支援の推進

●研究開発課題の評価に際して、ポストドクターや博士課程学生に提供されている処遇や研究
環境、若手研究者が自立した研究者へ育って多様なキャリアへ進むことを支援するような研究
代表者の所属機関での組織的な活動を適切に確認する。

●多様で優れた研究者の活躍を促進する観点から、研究開発施策等の目的を十分踏まえた上
で、若手研究者、女性研究者、外国人研究者が研究代表者である優れた研究開発課題を積極
的に評価する。

●研究開発課題の評価において、参画している個々の若手研究者に評価資料の作成負担がか
かるような評価活動を行うのではなく、研究代表者を中心とした評価活動を行うことで、若手研
究者が研究に専念できるよう配慮する。

●個人業績評価による若手研究者への影響を確認しながら、若手研究者が励まされ、創造性を
発揮しやすくなるような評価方法を検討する。

●不適切な評価によって若手研究者を短期的に結果の出やすい研究に誘導することなく、挑戦
的な研究の実施を促進するような評価方法を検討する。

（４）評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善

●評価は、最も評価対象・評価事項等に理解・精通している者が行う評価、すなわち「自己評価」
が基本かつ重要であり、評価システムが質の高い自己評価を基盤として再構築されることが望
ましい。そのために、自己評価に当たっては、客観的で信憑(しんぴょう)性の高いものとするこ
とに十分留意するとともに、研究者側からの研究意義等についての積極的な主張を歓迎する。
質の高い自己評価をベースとした第三者評価や外部評価については、多様な評価手法を検討
し、評価対象や目的に応じて柔軟に合理的な評価手法を設定する。

●文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価は何らかの意思決定（資源配分、改善・
質の向上、進捗度の点検、説明責任等）を行う目的のために実施される手段であることを再確
認し、画一的な評価システムを形式的に導入するのではなく、その目的に応じて個々に適切な
研究開発評価システムを構築する。

●評価を導入・システム化してきた結果として、逆に責任・権限関係や意思決定のプロセス等が
不明確化する事態も生じている。施策の立案、資源配分、研究課題の実施等の各段階におい
て主として責任・権限を有する主体を明確化し、当該意思決定を行う主体が適切な判断等を行
うために評価が活用されるべきであるとの観点から評価の在り方を再構築する。また、そのよう
な責任・権限体制が整備・確立されているかどうかについて適切に評価する。

●研究開発に係る各種の評価システムの必要性や有効性、評価の頻度や方法の妥当性等を踏
まえ、実効的かつ合理的な評価の在り方を検討するとともに、評価の質を高めるよう努める。
その際、「必要性」・「有効性」・「効率性」を含め、評価の観点や項目全てについて網羅的に評
価するのではなく、むしろ、それぞれの研究段階、研究特性、研究方法等を踏まえて、評価の
観点や項目の重みづけを行い、評価すべきことをしっかりと評価することが本質的に重要であ
ることに十分留意する。
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（５）研究開発プログラム評価

●政策的に推進すべき具体的な科学技術イノベーション創出へ向けてのゴール（目標）及び時
間軸が明確に設定できる場合、国民や社会が解決を必要としている具体的な政策課題につい
て明確なゴール（目標）を設定できる場合には、「研究開発プログラム」のレベルで時間軸を設
定し各段階での達成度目標を踏まえて評価を行うことが、研究開発施策の評価に際して効果
的に機能していくものと期待される。

●政策、施策、事業等に係る諸評価体系（政策評価法に基づく政策評価、独立行政法人通則法
に基づく独立行政法人評価、国立大学法人法に基づく国立大学法人評価、大学の認証評価、
総合科学技術・イノベーション会議による評価、行政改革に係る行政事業レビュー等）と整合性
をとりながら、合理的かつ実効的な形で研究開発プログラム評価の導入を進める。

●基礎研究、学術研究については、その成果は必ずしも短期間のうちに目に見えるような形で
現れてくるとは限らず、長い年月を経て予想外の発展を導くものも少なからずある。このほか、
独創性が重視されるとともに、人材養成の意義も重要である。このため、画一的・短期的な観
点から性急に成果を期待するような評価に陥ることのないよう留意することが必要であり、研究
開発プログラム評価においても、こうした特性を十分考慮する。

●文部科学省関係の研究開発施策について、定量的に評価できる指標をあらかじめ画一的に
設定することに固執することなく、定性的な目標・指標を設定することを含め、有意義かつ実効
的な形で目標・指標を設定するとともに、プログラムの進捗に応じた適切かつ柔軟な評価を行
う。

●研究開発プログラムの企画・立案段階から、国、資金配分機関、ＰＤ･ＰＯ候補者等が適切に
関与・参画し、責任・権限関係や役割分担等が明確な形で実施され、研究開発プログラムの評
価は当該態様に適合した形で行われることも重要である。
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２．基本的考え方

（１）評価の意義
（２）本指針の適用範囲
（３）評価システムの構築
（４）関係者の役割
（５）研究活動における不正行為、研究費の不正使用との関係
（６）評価における過重な負担の回避
（７）評価人材の養成・確保等
（８）データベースの構築・活用等
（９）国際水準の視点による評価の実施

３．対象別事項

（１）研究開発施策の評価
（２）研究開発課題の評価
（３）研究開発機関等の評価
（４）研究者等の業績評価

４．機関や研究開発の特性に応じた配慮事項

（１）独立行政法人通則法、国立大学法人法等との関係
（２）大学等における学術研究の評価における配慮事項

５．フォローアップ等

注）第2章以降の記述については、項目のみを記載。
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リスクコミュニケーションの定義
「リスクのより適切なマネジメントのために、社会の各層が対話・共考・協働を通じて、
多様な情報及び見方の共有を図る活動」

「リスクコミュニケーションの推進方策」概要

各ステークホルダーが広く互いの立場や見解を理解した上で、
それぞれの行動変容に結びつけることのできる

「共感を生むコミュニケーション」の場を目指すべき

一つの結論を導く
ものではない

課題

リスク認知の違い
・ 個人と社会の違い（アウトレージ*に基づく）
・ 発信側と受け手側の非対称性

（リスク情報や知識に基づく）
・ 統治者視点と当事者視点の違い

（当事者であるか否かに基づく）

媒介機能を担う人材の中立性と専門家の独立性

基本的な視座
*アウトレージ：怒りや不安、不満、不信など感情的反応をもたらす因子

ステークホルダー間の信頼を醸成

リスク情報の効果的発信

（１）リスクコミュニケーションの基礎的素養
の涵養

今後のリスクコミュニケーションの推進方策

○リスクコミュニケーション手法の開発【大学・研究機関など】

○リスクコミュニケーションに必要な資質の整理、ガイドラインやパン
フレットなどの作成・周知【学協会】 など

（２）問題解決に向けたリスクコミュニケー
ションの場の創出

○社会に足を踏み出して実践的な取組を実施【大学・研究機関、学
協会など】

○組織ごとに、社会の中でどのような責任や役割を担い、構成員は
どのような行動をとるべきかの合意形成【学協会など】

○「共感を生むコミュニケーション」の場のデザインと実践【専門家、
学協会、非営利団体（NPO）など】
○組織的な取組の支援と、実践の場への参加【国】 など

（３）時間軸でのプロセスデザインを通じた
普段化と良好事例の共有・展開

○「共感を生むコミュニケーション」の場を定着させる取組の支援
【国の関係機関】
○良好事例の経験・知見の蓄積【国の関係機関】
○良好事例を共有・展開する仕組みの構築【国の関係機関】 など

（４）媒介機能を担う人材の育成等

○リスクコミュニケーションを職能として身につけた人材の育成（特
に媒介機能を担う人材の育成）【大学、学協会】
○人材育成の取組を行う大学や学協会の支援【国】

○「知の拠点」として、リスクコミュニケーションを実践している研究
者（専門家）を積極的に評価【大学】 など

（５）リスクに関する科学技術リテラシー・社
会リテラシーの向上

○知識供与ではなく、当事者による主体的な問題発見・解決策の
提案、対話・共考・協働の姿勢の重視【学校教育、メディア】

○今の科学の知識では答えが一つに定まらないこともあることを教
えていくこと【学校教育、社会教育】
○多様なリスク情報等の集約と一元的な発信【国の関係機関】

○ツール・手法の開発・提供により、専門家と一般市民とのリスクコ
ミュニケーションの支援【科学館等】 など

『対話・共考・協働』の実践の積み重ね

基本的な視座を踏まえた取組を行うことで、

・ リスクに関する問題解決を目指す取組のほとんどが個人のレベルで行われている
・ 発信側の話題設定の範囲と受け手側の知りたい問題の範囲にズレがあることが少なくない

など、リスクコミュニケーションの基本的な視座を理解した取組が行われておらず、十分に機能していない。
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赤字：新たなガイドラインで規定
黒字：従来のガイドライン規定を踏襲

新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要

○文部科学省では、これまで「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」（平成18年８月 科学技
術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会）を踏まえて、大学等の研究機関に対して必要な対
応を実施。

○しかしながら、研究活動における不正行為の事案が後を絶たないことから、「研究における不正行為・研究費
の不正使用に関するタスクフォース」の取りまとめ（平成25年９月）、及び「「研究活動の不正行為への対応のガ
イドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議」の審議のまとめ（平成26年２月）等を踏まえ、ガイドライ
ンを見直し。

背 景

◆ 文部科学大臣決定として、新たなガイドラインを策定。

◆ 従来、研究活動における不正行為への対応が研究者個人の責任に委ねられている

側面が強かったことを踏まえ、今後は、大学等の研究機関が責任を持って不正行為の

防止に関わることにより、対応を強化

見直しの基本的方向

新ガイドライン

第１節 研究活動の不正行為に関する基本的考え方

【不正行為に対する基本姿勢】
●研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであり、
科学そのものに対する背信行為。個々の研究者はもとより、大学等の研究機関は、
不正行為に対して厳しい姿勢で臨む必要。

【研究者、科学コミュニティ等の自律・自己規律】
●不正に対する対応は、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、大学等の
研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。

【大学等の研究機関の管理責任】
●上記に加えて、大学等の研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることによ
り、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図る必要。特に、
組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化、不正行為を事前に防止する
取組を推進。
◆共同研究における個々の研究者等の役割分担・責任の明確化
◆複数の研究者による研究活動の全容を把握する立場の代表研究者が研究成果を適切に確認
◆若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援助言（メンターの配置等）

第２節 不正行為の事前防止のための取組

【不正行為を抑止する環境整備】

１ 研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上
●大学等の研究機関 ： 「研究倫理教育責任者」の配置など必要な体制整備を図り、
広く研究活動にかかわる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施

●大学 ： 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研
究倫理教育の実施を推進

●配分機関 ： 競争的資金等により行われる研究活動に参画する全ての研究者に研究
倫理教育に関するプログラムを履修させ、研究倫理教育の受講を確実に確認

２ 大学等の研究機関における一定期間の研究データの保存・開示

【不正事案の一覧化公開】

●不正行為が行われたと確認された事案について、文部科学省にて一覧化し、公開
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第３節 研究活動における特定不正行為への対応（組織の管理責任の明確化）

【対象とする不正行為（特定不正行為）】
●捏造、改ざん、盗用（注：従来どおり）

【大学等の研究機関、配分機関における規程・体制の整備及び公表】
●研究活動における特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規
程等を整備し、公表
◆不正行為に対応するための責任者の明確化、責任者の役割や責任の範囲を定めること
◆告発者等の秘密保持の徹底、告発後の具体的な手続きの明確化
◆特定不正行為の調査の実施などについて、文部科学省等への報告義務化

【特定不正行為の告発の受付、事案の調査】
●特定不正行為の告発の受付から、事案の調査（予備調査、本調査、認定、不服申立
て、調査結果の公表等）までの手続き・方法
◆告発・相談窓口の設置・周知 ※告発・相談窓口の第３者への業務委託も可能

◆大学等の研究機関における調査期間の目安の設定
◆調査委員会に外部有識者を半数以上入れること（利害関係者の排除についても規定）
◆調査委員会が必要と認める場合、調査委員会の指導・監督の下に再現実験の機会を確保
◆調査の専門性に関する不服申立ては、調査委員を交代・追加等して審査

第４節 特定不正行為及び管理責任に対する措置

第５節 文部科学省による調査と支援

【特定不正行為に対する研究者、大学等の研究機関への措置】

●特定不正行為に係る競争的資金等の返還（※）
●競争的資金等への申請及び参加資格の制限（※）

【組織としての管理責任に対する大学等の研究機関への措置】

１ 組織としての責任体制の確保
●研究活動における不正行為への対応体制の整備等に不備があることが確認された場
合、文部科学省が「管理条件」を付与
●管理条件の履行が認められない場合、機関に対する「間接経費」を削減等の措置

２ 迅速な調査の確保
●正当な理由なく特定不正行為に係る調査が遅れた場合、「間接経費」の削減措置

【研究活動における不正行為への継続的な対応】

●文部科学省に有識者による検討の場を設け、フォローアップ等を継続的に実施

【履行状況調査の実施】

●大学等の研究機関に対し、本ガイドラインを踏まえた履行状況調査を実施し公表

【研究倫理教育に関するプログラムの開発推進】

●文部科学省は、日本学術会議や配分機関と連携し、研究倫理教育に関する標準的な
プログラムや教材の作成を推進

【大学等の研究機関における調査体制への支援】
●大学等の研究機関において十分な調査を行える体制にない場合は、日本学術会議や
配分機関と連携し、専門家の選定・派遣等を支援

（※競争的資金等のみならず、運営費交付金等の基盤的経費により行われた研究活動の不正行為も対象とする。）

○新ガイドラインの周知徹底。新ガイドラインに基づく導入準備（規程・体制整備など）：「集中改革期間」
○新ガイドラインの適用：平成２７年４月１日

今後の予定
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研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
の改正について

Ⅰ．改正の背景・趣旨

Ⅱ．改正の概要

すべての構成員(研究者及び事務職員)の意識の浸透を図るため、コンプライアンス教育

の受講義務化と受講管理(誓約書の徴取を含む)の徹底［第2節（3）関係］

研究者個人への抑止と機関の社会に対する透明性を高めるため、不正事案の氏名を含

む調査結果の公表の徹底[第2節（4）関係]

不正を抑止するための環境の整備を促進するため、

• 不正使用に関する緊急・臨時の案件に対する国の機動調査の実施[第7節(1)関係]
• 特殊な役務(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等)に関する検収の実施と具体的方法等を提示[第4節関係]
• 不正ﾘｽｸに対する抜き打ちなどを含めた重点的なリスクアプロｰチ監査の実施[第6節関係]
• 取引業者に対する誓約書の徴取、過去の不正取引の自己申告に対する減免措置等も
含めた癒着防止のための対策の周知徹底[第4節関係]

①不正を事前に防止するための取組

平成２５年８月、文部科学副大臣の下に、「研究における不正行為・研究費の不正使用

に関するタスクフォース」を設置し、これまでの対応の総括を行うとともに、今後の対応策

等を検討し、同年９月に中間取りまとめを行った。

これを受け、研究振興局に置かれた「公的研究費の適正な管理に関する有識者会議」

における議論を踏まえ、中間取りまとめの基本方針である、①不正を事前に防止するた

めの取組、②組織としての管理責任の明確化、③国による監視と支援について新たな基

準を整備するとともに、④これまでの各機関の取組状況や近年の研究不正の発生要因

も考慮しつつ、現行ガイドラインの具体化・明確化を図るといった趣旨の改正を行った。

内部統制の強化を図るため、新たに、コンプライアンス教育の受講管理、競争的資金等

の管理・執行のモニタリング・改善指導の役割を担う｢コンプライアンス推進責任者」を設

置［第1節関係］

責任者の管理監督責任・役割等の明確化のため、

• 懲戒規程を含む内部規程へのこれらの位置付け・整備を促進[第2節（4）関係]
• 処分の手続き等を含む、諸規程の積極的な情報発信を要請[第5節関係]
迅速な全容解明のため、

• 不正調査の期限（原則210日以内）設定[第2節(4)関係]
• 調査報告遅延による研究者個人への研究費執行停止等及び機関への当該競争的資
金に係る間接経費の削減措置（日数に応じ、最大10%）の導入[第8節関係]

機関の管理責任の下、体制整備を促進するため、

①管理条件の付与 /管理条件の履行が認められない場合、②競争的資金制度の間接経

費の削減（段階に応じ、最大15%）、③配分停止等の段階的な措置導入[第7節(2)関係]

②組織の管理責任の明確化

※管理条件・・・機関に対する体制整備の改善事項及びその履行期限を示した資金交付継続の条件
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国の機関に対する監視・情報発信機能を高めるため、

• 機関への調査・モニタリング機能の多様化・強化(機動調査の導入等) [第7節（1）関係]
• 機関の実効性ある取組事例も含めた、調査結果の公表等による情報発信の強化・組
織改革への支援[第7節（1）関係]

機関の内部調査等の透明性を高めるため、第三者的な視点の導入(告発窓口の第三者

機関等への設置、第三者を含む調査委員会の設置等)を要請[第2節(4)関係]

機関の不正防止対策を支援するため、調査報告書ひな形、内部規程に盛り込むべき具

体的事項、自己点検チェックシート等を提示

③国による監視と支援

発注・検収、出張、非常勤雇用管理等[第４節関係]、内部監査[第6節関係]の具体的

方法等について、それぞれ明示 など

近年の研究不正に見られるリスク[第3節(1)関係]・対策[第4節関係]等を明示

(例)第三者チェックをすり抜ける取引業者による持ち帰りや反復使用 など

④現行基準の具体化・明確化

Ⅲ．運用開始時期

平成２６年度から運用開始し、間接経費措置額の削減等の措置は、平成２６年度当初

予算以降(継続も含む)における競争的資金制度を対象とする。
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